
JP 2016-529320 A5 2017.10.5

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月28日(2017.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中枢神経系における一過性低酸素および／または虚血状態を伴なう被験体を処置するた
めの医薬組成物であって、ハロアルキルアミンを有効成分として含む前記医薬組成物。
【請求項２】
　一過性低酸素および／または虚血状態が、低血圧、失血、心臓発作、ＴＢＩ、ＳＣＩ、
窒息、外科処置、脳卒中、脊髄梗塞、虚血性視神経障害、気道閉塞、または新生児の低酸
素もしくは虚血により引き起こされる、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　中枢神経系における一過性低酸素および／または虚血状態が外傷性脳損傷（ＴＢＩ）に
より引き起こされる、請求項１または２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
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　被験体における神経脳細胞死の発生を低減する、請求項２または３に記載の医薬組成物
。
【請求項５】
　ハロアルキルアミンが一過性低酸素および／または虚血状態の発生の２４時間以内に被
験体に投与される、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　その必要がある被験体の中枢神経系における神経細胞死の発生を低減するための医薬組
成物であって、ハロアルキルアミンを有効成分として含む前記医薬組成物。
【請求項７】
　神経細胞死の発生が一過性低酸素および／または虚血状態により引き起こされる、請求
項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　神経細胞死の発生が外傷性脳損傷（ＴＢＩ）事象により引き起こされる、請求項６に記
載の医薬組成物。
【請求項９】
　ＴＢＩ事象がむち打ち、爆風衝撃、および鈍器外傷からなる群から選択され、そのＴＢ
Ｉ事象が神経細胞の損傷または死を引き起こすのに十分な力のものである、請求項３また
は８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　被験体の海馬または皮質における神経脳細胞死の発生を低減する、請求項１～９のいず
れか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　ハロアルキルアミンが約０．５ｍｇ／kg（体重）～約２０ｍｇ／ｋｇ（体重）の単位投
与量である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　さらに医薬的に許容できるキャリヤーを含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の
医薬組成物。
【請求項１３】
　持続放出配合物である、請求項１～１２のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　ハロアルキルアミンが、フェノキシベンザミンおよびジベナミンからなる群から選択さ
れる、請求項１～１３のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　単回量で投与される、請求項１～１４のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　一過性低酸素および／または虚血状態の発生後２４時間以内に投与される、請求項１～
１５のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　一過性低酸素および／または虚血状態の発生後１６時間以内に投与される、請求項１６
に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　被験体に単回量で、低血圧、失血、心臓発作、ＴＢＩ事象、ＳＣＩ事象、窒息、外科処
置、脳卒中、脊髄梗塞、虚血性視神経障害、気道閉塞、または新生児の低酸素もしくは虚
血により引き起こされた一過性低酸素および／または虚血状態の発生後１６時間以内に投
与される、請求項３～１５のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　単回量で、発生後８時間以内に投与される、請求項１８に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　ハロアルキルアミン、ＮＳＡＩＤ、および医薬的に許容できるキャリヤーを含む医薬組
成物。
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【請求項２１】
　ハロアルキルアミンが、フェノキシベンザミンおよびジベナミンからなる群から選択さ
れる、請求項２０に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　非経口または経口経路により投与される、請求項１～２１のいずれか１項に記載の医薬
組成物。
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